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令和７年度ごみの日カレンダーを配布します

固定資産税第４期及び国民健康保険税第８期の納期限と夕
暮れ納付相談窓口開設のお知らせ

東京インターナショナルギフト・ショーグルメショーに出
展します

企業版ふるさと納税をいただきました

市・県民税の申告相談が始まります

「市民の翼ツアー」を実施します

「第３期大館市子ども・子育て支援事業計画（素案）」に
関するパブリックコメントを募集します

奨学金等返還助成制度における賛同企業の登録状況

企業向けライフサイクルアセスメント(LCA)セミナーを開
催します

ウィンタースクールin秋田大館を実施します

「あきた就職フェア」に出展します

キオスク端末（証明書自動交付機）を設置しました

マイナンバーカードの平日時間外窓口を開設します

交通災害共済・不慮の災害共済（ともすけ共済）にご加入
ください

エコプラザではおさがり代行を行っています

令 和 ７ 年 ２ 月

定　例　連　絡　事　項

資：資料　　　写：写真
ポ：ポスター　ち：ちらし
図：地図など

(定　例　連　絡　事　項)
添付

( 担 当 課 )

日　時　２月３日（月）　午後１時３０分

場　所　市役所本庁舎４階　庁議室
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19. 水道課

20. 下水道課

21. 下水道課

22. 消防本部

※ 職員課

※ 都市計画課

※ 都市計画課

大館市職員倫理規程承認申請について（１月分）

住宅リフォーム支援事業補助金申請状況（12月分）

大館市建築確認申請調べ（12月分）

下水道事業受益者負担金（分担金）第４期の納期限のお知
らせ

企業版ふるさと納税の寄付金贈呈式を行います

令和６年度の屋外体育施設の利用状況

令和６年火災発生状況及び救急出動状況

大館アメッコ市が開催されます

真中（二井田の一部含む）地区の旧簡易水道の料金が上水
道と同じ料金になります

大館市し尿受入センターが完成しました



№1 
 企業版ふるさと納税をいただきました 

 

企画調整課 

 

本市が定める地域再生計画※１のこども・おとなが共に学び合うひとづくり事業※2に

基づく「大館学び大学事業」に対し、第一生命保険株式会社 代表取締役社長 隅野
す み の

俊
とし

亮
あき

氏から、昨年及び一昨年に続き企業版ふるさと納税※3をいただきました（寄付額

は 500,000 円）。 

今後も本市では、個人の方からのふるさと納税のほか、企業版ふるさと納税につい

ても推進していきます。 

 

○企業名 第一生命保険株式会社 代表取締役社長 隅野
すみの

 俊
とし

亮
あき

 

 東京都千代田区有楽町 1-13-1 

 

※１ 地域再生計画「大館市まち・ひと・しごと創生推進計画」（令和６年８月 19 日認定） 

 

※２ こども・おとなが共に学び合う ひとづくり事業 

「おおだて型授業（響学）」の推進、ＩＣＴを活用した学校教育の推進、世代を問わず学び続

ける人材の育成、木育事業を活用した世代間交流の創出など、ひとづくりに資する事業 

 

※３ 企業版ふるさと納税 

自治体が策定する地域再生計画に登載した事業のためとして企業が寄付した場合、最大で寄

付額の約９割が法人関係税から軽減される制度 

 

 

お問い合わせ 企画調整課ふるさと納税推進室 

43-7027（内線 572） 



№2 
キオスク端末（証明書自動交付機）を設置しました 

 

市 民 課 

 

市では、マイナンバーカードを利用して各種証明書の取得ができるキオスク端末

（証明書自動交付機）を設置しました。申請書の記入が不要で、マイナンバーカード

をかざすことで、戸籍証明書・住民票・印鑑証明・税証明などの各種証明書を取得で

きます。また、窓口で取得するより 100 円お得です。 

コンビニ各店に設置されているコピー機（証明書自動交付機）と同じものですので、

市役所で操作方法を覚えていただくとコンビニでも安心してご利用いただけます。 

操作方法が分からない場合は、職員に声をおかけください。 

 

〇設置場所  市役所本庁舎１階 市民ホール 

○取扱時間  平日 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

      ※戸籍証明書は午前９時から午後５時 15 分 

      ※土日祝日、12 月 29 日～１月３日、メンテナンス日を除きます 

○必要なもの マイナンバーカード、数字４桁の暗証番号 

○取得できる証明書と手数料 

 住民票の写し ・・・・・・・・・・・・ 100 円 

住民票記載事項証明書 ・・・・・・・・ 100 円 

 印鑑登録証明書 ・・・・・・・・・・・ 100 円 

 所得課税証明書 ・・・・・・・・・・・ 100 円 

 戸籍の附票の写し ・・・・・・・・・・ 100 円 

 戸籍全部事項証明書（謄本） ・・・・・  350 円 

 戸籍個人事項証明書（抄本） ・・・・・  350 円 

 

お問い合わせ 市民課市民係 

43-7042（内線 270） 



№3 
マイナンバーカードの平日時間外窓口を開設します 

 

市 民 課 

 

開庁時間帯に窓口に来ることができない方を対象に、マイナンバーカードの平日時

間外窓口を開設します。 

お手元に交付通知書（はがき）が届いている方を対象に、時間外でのマイナンバー

カードの交付を行います。また、マイナンバーカードをまだ作っていない方を対象に、

写真を無料撮影し申請手続きをします。申請は予約が必要となっています。 

 

○と  き  ２月 20 日（木） 午後５時 15 分～７時 

○と こ ろ  市役所本庁舎２階ホール 

○内  容  ①マイナンバーカードの受け取り（はがきが届いた方） 

       ②マイナンバーカードの申請 

③電子証明書の更新 

○予  約  申請のみ予約が必要です 

〇持 ち 物   交付通知書（はがき）、通知カード、本人確認書類（複数点） 

 

《マイナンバーカードにはこんなメリットがあります》 

○本人確認の際の身分証明書として･･･顔写真付き公的身分証明書なので、運転免

許証をお持ちでない方もこれ一枚で本人確認ができます。 

○コンビニなどで各種証明書の取得に･･･住民票、印鑑登録証明書などを休日や時

間外でも全国のコンビニなどで取得できます。 

○健康保険証として･･･マイナンバーカードを被保険者証として利用できます。健

康保険証利用に対応する医療機関・薬局には、「マイナ受付」のポスターやステ

ッカーが掲示されています。 

 

 



お問い合わせ 市民課マイナンバーカード担当 

43-7016（内線 360） 



№4 
交通災害共済・不慮の災害共済（ともすけ共済）に 

ご加入ください 

 

市 民 課 

 

２月１日（土）から、令和７年度の「交通災害共済」及び「不慮の災害共済」（とも

すけ共済）の加入受付が始まっています。 

「交通災害共済」は、道路上での交通事故による通院や入院の場合に、「不慮の災害

共済」は、転倒や作業中の事故、スポーツによるケガなどの入院の場合に共済金を受

け取ることができる制度です。 

万が一のケガに備えて、ご家族、職場、スポーツチームなど、皆様で加入されては

いかがですか。 

 

○掛け金 

交通災害共済   1 人 300 円／年 

不慮の災害共済  1 人 700 円／年 

○申し込み 

広報おおだて２月号と一緒に配布する加入申込書に必要事項を記入し、掛け金と

一緒に次の窓口にお持ちください。申込書は各窓口にも用意しています。 

【受付窓口】 

市民課生活相談係、比内・田代総合支所、各出張所、市民サービスセンター（い

とく大館ショッピングセンター内）、加入申込書に記載された金融機関（派出窓

口を除く） 

 

個人申し込みのみネット申し込みが可能です。申込書の二次元コードからお申し

込みください。 

 

 



○その他  

・金融機関での受付期間は 7月 31 日（木）までです。 

 ・令和７年度の新小学１年生は交通災害共済が無料で自動加入となるため、個別申

し込みは不要です。不慮の災害共済への加入を希望される場合は、個別にお申し

込みください。 

 

 

お問い合わせ 市民課生活相談係 

43-7044（内線 278） 



№5 
市・県民税の申告相談が始まります 

 

税 務 課 

 

 令和７年度分市・県民税の申告相談が２月４日（火）から始まります。 

申告書用紙は、昨年の申告状況等を参考に１月 20 日に発送しました。なお、申告

書用紙が届かなくても申告が必要な場合がありますので、ご相談ください。  

 

○申告相談期間 ２月４日（火）～３月 17 日（月）  

※詳しくは、別紙をご覧ください 

○マイナンバーの確認 

申告受付の際にマイナンバーの確認が必要になります。マイナンバーカード、

もしくは、通知カードと本人確認書類の写しをお持ちください。 

 

 

お問い合わせ 税務課市民税第一係  

43-7033（内線 230・231） 



 



令和７年度分市民税・県民税申告相談日程表

１.開場･受付開始時刻　 午前８時３０分

２.申告相談開始時刻    午前９時より
　　※指定日に都合が悪いかたは､都合の良い日の会場にお越しください。

３.受付終了時刻　　    午後３時まで
                     (中央公民館は午後３時３０分まで)

裏面にも記載がありますのでご覧ください。



 

◎不明な点がありましたら､税務課市民税係まで電話でお問い合わせください。
           大館市役所 市民部 税務課 市民税係　　電話 0186-43-7033（直通）



№6 
固定資産税第４期及び国民健康保険税第８期の 

納期限と夕暮れ納付相談窓口開設のお知らせ 

 

収 納 課 

 

２月は固定資産税第４期と国民健康保険税第８期の納期月です。納期限は２月 28

日（金）となりますので、納期限までの納税をお願いします。 

口座振替による納税をお申し込みの方は、２月 28 日に口座から引き落としとなり

ます。振替日前日までに残高を確認し、残高不足とならないようお願いします。 

市民サービスセンターでは夕方や土曜日でも納付できます。納付書をお持ちの上、

ご利用ください。 

 

○市民サービスセンター（いとく大館ショッピングセンター１階） 43-7088 

月～金曜日 午前９時～午後７時  土曜日 午前９時～午後５時 

※日曜日及び祝日を除く 

 

開庁している時間帯に納付や納付相談ができない方のために、夕暮れ納付相談窓口

を開設します。予約は不要ですが、事前にお電話をいただければ、地区担当者が優先

して対応します。市税等の納付も受け付けていますので、納付書をお持ちの上、ご来

庁ください。 

市税の口座振替の申し込みも受け付けます。金融機関により手続き方法に違いがあ

りますので、要予約となります。事前に電話連絡の上、口座振替を希望する市税と金

融機関をお伝えください。来庁時にお持ちいただくもの（キャッシュカード、通帳な

ど）をご案内します。 

 

○開設日時  ２月 25 日（火） 午後５時 15 分～７時 

○開設場所  市役所本庁舎１Ｆ⑫窓口 収納課収納係 43-7036 

〇口座振替に関するお問い合わせ    収納課総務係 43-7035 



お問い合わせ 収納課収納係 

43-7036（内線 214） 



№7 
企業向けライフサイクルアセスメント(LCA)セミナーを

開催します 

 

環 境 課 

 

市では、エコプラザ「もったいない工房」を会場に「企業向けライフサイクルアセ

スメント※１(LCA)セミナー」を開催します。 

令和３年２月に宣言した「ゼロカーボンシティ」の実現に向けて、脱炭素経営に関

するセミナーを開催することで、市内企業の脱炭素に向けた具体的な取り組みを促す

ことを目的としています。 

また、脱炭素経営に関する疑問等についての個別面談の機会を設け、企業の具体的

な課題の解決をサポートします。 

 

※１ ライフサイクルアセスメント：製品・サービスのライフサイクル全体（資源採取-原料生産

-製品生産-流通・消費-廃棄・リサイクル）における環境負荷を定量的に評価する手法であ

り、ISO14040／14044 において規格化されている 

 

○と  き  ２月 19 日（水） 第一部 午後１時  第二部 午後３時 

○と こ ろ  エコプラザ「もったいない工房」またはオンライン 

      ※ハイブリッド開催 

○参 加 費  無料 

〇募 集 数  第一部 会場 30 人、オンライン 30 人 ※先着 

      第二部 ４社 ※先着 

○内  容  第一部 ライフサイクルアセスメント(LCA)セミナー 

第二部 個別相談会 

 

お問い合わせ 環境課環境企画係 

43-7049（内線 305） 



h

12︓45〜13︓00 受付

13︓00〜13︓10 主催者挨拶・講師紹介

13︓10〜13︓50 セミナー（製品CFPの最新動向）

13︓50〜14︓00 休憩

14︓00〜14︓45 セミナー（LCAの基礎）

14︓45〜15︓00 質疑応答

問合せ先︓⼤館市環境課 環境企画係
電話 0186-43-7049 Fax 0186-49-7005

●申込⽅法 【締切⽇ 令和7年2⽉5⽇（⽔）】
⼤館市環境課に、以下の情報をご記⼊の上メールでお申し込みください。

・参加のご希望︓第⼀部のみ／第⼆部のみ／第⼀部と第⼆部
・第⼀部の参加⽅法（該当者のみ）︓会場参加／オンライン
・第⼆部で希望する時間枠（該当者のみ）︓

①15︓00〜／②15︓30〜／③16︓00〜／④16︓30〜
・第⼆部で相談したい内容（該当者のみ︔差し⽀えない範囲で）
・貴社名／ご所属／ご役職／ご⽒名
※メールの件名に「LCAセミナー参加申込」とご記⼊ください

●第⼆部（個別相談会）15︓00〜17︓00
定員 ４社
講師が各社の個別相談に対応（１社あたり30分）
※オンライン⾯談については要相談

●第⼀部（LCAセミナー）13︓00〜15︓00
定員 会場30名／オンライン30名

東北⼤学⼤学院環境科学研究科博⼠前期課程修了（環境学修⼠）。
京都議定書以降、環境コンサルタント／審査員として、カーボンクレジット、
再エネ、LCAなど、多様な側⾯から、20年以上にわたり⼀貫して地球温
暖化問題に取り組んでいる。
資格︓環境省認定制度脱炭素アドバイザーベーシック（炭素会計アドバ
イザー2級）、SuMPO認定LCAエキスパート、⽇本LCA推進機構LCA
検定中級

イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社
環境事業部 マネージャー古屋 暁⼦講師

*ライフサイクルアセスメント（LCA︓Life Cycle Assessment）とは、製品・サービスのライフサイクル全体（資源採取－原料⽣産―製品⽣産―
流通・消費―廃棄・リサイクル）における環境負荷を定量的に評価する⼿法であり、ISO14040/14044において規格化されている。

カーボンニュートラル実現に向けて、企業の脱炭素経営が強化される中、巨⼤なサプライチェーンを持つ⼤企業におい
ては、購⼊する原材料や製品の温室効果ガス（GHG）排出量をいかに減らすかが、⼤きな課題となりつつあります。
中⼩企業であっても、取引先から、製品やサービスのカーボンフットプリント（CFP）の算定・開⽰が求められるケース
も増えており、今後は、CFPが取引先の選定基準のひとつに盛り込まれる可能性もあります。
本セミナーでは、製品のCFPにまつわる最新の動きをご紹介するとともに、CFPの算定の基礎となる考え⽅である、ライ
フサイクルアセスメント（LCA）*について、基礎からわかりやすく解説します。個別相談会では、LCAに限らず、脱炭素
経営に関する疑問やお悩みに幅広くお答えします。お気軽にご参加ください。

ハイブリッド開催
（⼤館市エコプラザ「もったいない⼯房」／

Zoomによるオンライン）

令和７年２⽉19⽇（⽔）
13:00〜17:00

⼤館市主催

ライフ

セミナー
＆個別相談会

サイクルアセスメント

脱炭素経営に向けて



№8 
エコプラザではおさがり代行を行っています 

 

環 境 課 

 

エコプラザでは、再利用できる家具やスキー用品などを受け入れ、清掃・補修をし

て再生品として販売する事業を行っています。 

もう使わないけれど、処分するにはもったいない再利用できる家具や自転車などを

無料で受け入れています。受け入れは「次の使用者が現れそうな物」に限ります。エ

コプラザが再利用できないと判断した場合は、お持ち帰りいただくか、処分料金がか

かります。 

また、運ぶ手段がなくてお困りの方を対象に、土・日・祝日（休館日を除く）限定

で、エコプラザの職員が自宅まで引き取りに伺います。ご利用に当たって予約が必要

となりますので、事前にお申し込みください。再生品として販売できないと判断した

場合は、引き取りできませんのでご留意ください。 

 

〇受け付け  水～日曜日 午前 10 時～午後７時 

〇対象品目  家具、スキー用品、自転車、子ども用品など 

※エコプラザで再生品として販売可能と判断した物に限ります 

 

 

 

 

お問い合わせ エコプラザ 

59-6340 



№9 
令和７年度ごみの日カレンダーを配布します 

 

環 境 課 

 

市では、４月から来年３月までのごみの日カレンダーを、広報おおだて３月号と併

せて配布します。 

 

 

お問い合わせ 環境課環境企画係 

43-7049（内線 305） 



№10 
「第３期大館市子ども・子育て支援事業計画（素案）」 

に関するパブリックコメントを募集します 

 

子ども課 

 

市では、「子どもたちのすこやかな育ちと保護者の子育てを社会全体で支援する環

境整備」を目的とし、子ども・子育て支援法第 61 条に基づき「第３期大館市子ども・

子育て支援事業計画」を令和７年３月に策定します。 

より良い計画とするため、本計画の素案について市民の皆さんの意見を広く募集し

ます。 

 

〇対象 

・市内に住所を有する方 

・市内に通勤、通学している方 

・市内に事務所、事業所を有する個人、法人、団体 

〇資料の閲覧場所 

・子ども課子育て支援係（市役所本庁舎２階⑧窓口） 

・比内総合支所市民生活係（比内総合支所１階） 

・田代総合支所市民生活係（田代総合支所１階） 

〇意見の提出方法 

「意見書提出様式」に記入の上、郵送、ＦＡＸ、電子メール、または資料の閲覧

場所に直接持参 

※様式は市ホームページからダウンロードできるほか、関係資料の閲覧場所に備

え付けています 

〇意見の募集期間 

２月３日（月）～21 日（金）※郵送の場合必着 

 

 



〇意見の提出先 

大館市子ども課子育て支援係 

住所 〒017-8555 大館市字中城 20 番地 

FAX 42-0160  E-Mail kosodate@city.odate.lg.jp 

〇留意事項 

「意見提出様式」には提出される方の住所、氏名、年齢、性別を記入してくださ

い。記入がないものは意見として取り扱わない場合があります。 

〇意見の公表 

・提出していただいた意見は、市の考えを付してホームページで公表します（住所

や氏名は公表しません）。 

・同種の意見が複数ある場合は整理し、まとめて公表します。 

・（素案）に対する賛成、反対のみの意見には、市の考えを示さずに公表します。 

 

 

お問い合わせ 子ども課子育て支援係 

43-7053（内線 331） 



№11 
奨学金等返還助成制度における賛同企業の登録状況 

 

商 工 課 

 

奨学金等返還助成制度は、市内に居住し、就労しながら奨学金を返還している若者

に対し、その返還額の一部を助成するもので、さらに本制度の目的に賛同いただいた

事業者（賛同企業）の従業員には、賛同企業の支援を得ながら助成額を上乗せする仕

組みとしています。 

令和６年 12 月には有限会社三浦建設が新たに賛同企業に加わり、計 31 社となりま

した。 

今後も、賛同企業への登録を呼びかけながら、市内事業者の人材確保と定住人口の

増大に努めていきます。 

 

 

 

お問い合わせ 商工課商工係 

43-7071（内線 474） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〇賛同企業一覧（五十音順） 

株式会社アイビック 

東北統括支店 
株式会社笹谷建設 ニプロ株式会社 大館工場 

株式会社秋田ホーム 佐藤建設株式会社 
ニューデジタルケーブル株

式会社大館ケーブルテレビ 

石垣鐵工株式会社 白川建設株式会社 花岡土建株式会社 

株式会社伊藤技研 社会福祉法人水交苑 社会福祉法人比内ふくし会 

エヌピーエス株式会社 株式会社タイセイ 株式会社フレックス 

扇建設株式会社 株式会社タカハシ薬局 
株式会社ホクエツ秋田  

県北営業所 

大館ケアサポート株式

会社 

東光コンピュータ・サービ

ス株式会社 
丸山建設株式会社 

社会福祉法人大館圏域

ふくし会 
東光鉄工株式会社 

有限会社三浦建設 

（新規登録） 

社会福祉法人大館市社

会福祉事業団 
藤和建設株式会社 三浦木材株式会社 

株式会社大森土木 戸田精工株式会社 
 

医療法人Smile Products 

小笠原歯科・矯正歯科 
戸田鉄工株式会社 

 

 



№12 
「市民の翼ツアー」を実施します 

 

交流推進課 

 

市では、大館能代空港利活用大館地域推進会議の協力のもと、「市民の翼ツアー」

を実施します。一度は行きたい横浜・鎌倉・渋谷の名所を巡ります。 

このツアーに参加する方には、市や市内の関係団体が参加する「大館能代空港利活

用大館地域推進会議」から１人当たり２万円の助成をします。 

横浜赤レンガ倉庫や中華街の散策、鶴岡八幡宮の参拝など、充実した内容となって

いますので、ぜひご参加ください。 

 

○ツアー名 「春のみなとみらい横浜・古都鎌倉・東京 グルメの旅３日間」 

○催 行 日 ３月27日（木）～29日（土） ２泊３日 

○旅行代金 106,000円～（大館地域推進会議から２万円の助成後の料金） 

      ※羽田空港までの交通手配が別途必要となります 

○募集人数 20人 ※先着 

○申し込み 秋北航空サービス大館営業所へ電話、メールまたは窓口で直接申し込み 

45-0808 E-Mail：sks.onj2@hyper.ocn.ne.jp 

秋北航空サービス大館営業所窓口（御成町３－６－31） 

〇受け付け ２月17日（月）まで 

 

 

お申し込み・お問い合わせ 

大館能代空港利活用大館地域推進会議事務局 

（交流推進課内）43-7149（内線494） 

E-Mail：kouryu@city.odate.lg.jp 



№13 
ウィンタースクール in 秋田大館を実施します 

 

交流推進課 

 

市では、地域外の児童との交流により児童の学びの多様化を図ること、また、おお

だて型教育を全国へ発信して交流人口・関係人口を拡大することを目的として、渋谷

区在住の小学生を招待するウィンタースクールを、今年度も実施します。 

雪遊びなどを通じて雪国の魅力を伝えるとともに、アメッコ市やきりたんぽ作り等

を通じて市の伝統・文化を伝えます。 

 

○と  き  ２月８日（土）～９日（日） 

○参 加 者  渋谷区在住の小学生 25 人 

○内  容  ・北欧の杜スノーアクティビティ 

・雪遊び 

  ・きりたんぽ作り体験 

  ・アメッコ市散策、枝アメ作り体験 

  ・秋田犬の里             ほか 

 

 

お問い合わせ 交流推進課交流推進係 

43-7149（内線 491） 



№14 
「あきた就職フェア」に出展します 

 

交流推進課 

 

市では、２月９日（日）に東京都立産業貿易センター浜松町館で開催される「あき

た就職フェア」へ出展します。70 社を超える県内企業が参加予定で、企業の担当者と

直接話すことができる絶好の機会です。 

併せて、本市をはじめ県内 17 市町村が移住相談対応を行いますので、県内移住に

向けた多岐にわたる相談を行えます。 

本市への移住・就職をお考えの方はもちろん、地域の情報を知りたい方も、お気軽

にお越しください。 

また、周囲に移住・就職などを考えている方がいましたら、お誘い合わせの上、参

加をお願いします。 

 

○と  き  ２月９日（日） 午前 11 時 30 分～午後４時 

○と こ ろ  東京都立産業貿易センター浜松町館２階展示室 

（東京都港区海岸１－７－１） 

○入 場 料  無料 

○内  容  県内企業への就職相談、県内市町村への移住相談会ほか 

※当日参加も可能ですが、事前の来場登録をお勧めします 

 

 

お問い合わせ 交流推進課交流推進係 

43-7149（内線 493） 







№15 
東京インターナショナルギフト・ショー/グルメショー

に出展します 

 

観 光 課 

 

市では、東京ビッグサイトで開催される「第 99 回東京インターナショナルギフト・

ショー春 2025／第 37 回グルメショー春 2025」に出展します。 

大館市野遊びＳＤＧｓ事業で開発してきた地域資源を活用した、お土産品・体験コ

ンテンツを小売・卸流通業者や旅行会社にＰＲし、販路の開拓を目指します。 

 

〇と き  ２月 12 日（水）～14 日（金）  午前 10 時～午後６時 

      ※14 日のみ午後５時まで 

〇ところ  東京ビッグサイト（東展示棟 東３ホール） 

〇内 容  ・お土産品、体験コンテンツの説明及び商談 

・お土産品の試食提供 

 

 

お問い合わせ 観光課観光振興係 

43-7072（内線 524） 



⼭の恵みプロジェクト本年参加団体・地域昨年度の⼭の恵みプロジェクトブースの様⼦

国内最⼤級の⾒本市に
農⽔省⼭村活性化⽀援事業「⼭の恵みプロジェクト」の合同ブース内で出展



（添付資料）

内容 提供者 出展予定商品 試⾷予定商品
⾺⾁の煮込み 佐藤輝光⽒ 〇 〇
⽐内地鶏丸焼き 齋藤隆雄⽒
taco穂（タコポ） 本家あべ家 〇 △提供内容・⽅法検討中
ラズベリージャム たしろラズベリー研究会 〇 〇
冷凍ラズベリー たしろラズベリー研究会 〇
ラズベリームース たしろラズベリー研究会
紅葉・滝散策 ⽥代岳を愛する会
かまくら体験 たしろラズベリー研究会 〇
ラズベリー収穫体験 たしろラズベリー研究会 〇
テントサウナ サウノミネン
⽥代岳登⼭ ⽥代岳を愛する会 〇
雪板（ゆきいた） BARクラッカー 〇
出張BAR BARクラッカー 〇
かんじき体験・スノーシュー ⽥代岳を愛する会 〇
雪灯篭づくり（スノーキャンドル） 三澤雄太⽒ 〇

東京インターナショナルギフト・ショー／グルメショー野遊びSDGs事業内検証商品

飲⾷

体験



№16 
大館アメッコ市が開催されます 

 

観 光 課 

 

天正 16 年(約 400 年前)に始まったと伝えられる冬の風物詩「大館アメッコ市」が

次の日程のとおり、おおまちハチ公通りを会場に開催されます。 

会場のおおまちハチ公通りでは、さまざまなアメを販売する露店が軒を連ねるほか、

恒例の白ひげ大神巡行、からみアメ・サービス、秋田犬パレードなどの催しが予定さ

れています。また、ステージでは大館曲げわっぱ太鼓演奏、ダックスムーンコンサー

トなどが行われます。 

長い歴史と伝統を誇るアメッコ市に多数のご来場をお待ちしています。 

 

○と  き ２月８日(土) 午前 10 時～午後５時 

９日(日) 午前 ９時～午後３時 30 分 

○と こ ろ おおまちハチ公通り ほか 

○その他  出店数 84 うちアメ出店業者数 16（前年比＋４） 

 

 

お問い合わせ 

大館市アメッコ市実行委員会 

事務局（一社）大館市観光協会 42-4360 

観光課観光振興係 43-7072（内線 524） 







№17 
企業版ふるさと納税の寄付金贈呈式を行います 

 

スポーツ振興課 

 

このたび、株式会社ダイナムから、本市が共生社会の醸成を目的として取り組む「ボ

ッチャ普及推進事業」に対して、企業版ふるさと納税をいただくこととなりました。 

つきましては、寄付目録の受領と感謝状の贈呈を次のとおり行います。 

なお、いただいた寄付金でボッチャボールセット等を購入し、ボッチャ交流会「は

ちくんオープン」のほか「ボッチャ出前講座」やボッチャ定例会「はちくんチャレン

ジ」で活用させていただきます。 

 

○と き ２月 18 日（火） 午前 11 時 

○ところ 市役所本庁舎４階 応接室 

○企業名 株式会社ダイナム 代表取締役 保坂 明 

（東京都荒川区西日暮里 2-27-5） 

〇出席者 株式会社ダイナム 秋田ゾーン ゾーンマネジャー 鈴木 昭男 様 

（予定）         大館店   ストアマネジャー 堀越 貴幸 様 

地域共生担当         桐越 幸子 様 

大館市      市長              石田 健佑 

 

 

お問い合わせ スポーツ振興課 

43-7148（内線 144） 

 

 

 

 

 



№18 
令和６年度の屋外体育施設の利用状況 

 

スポーツ振興課 

 

令和６年度の屋外体育施設の利用状況（令和６年 12 月１日現在）は、利用件数が

4,934 件（前年度比－182 件）、利用人数は 119,963 人（前年度比－999 人）となりま

した。 

件数、人数減少の主な要因としては、高館テニスコートでの人工芝張替え工事の影

響によるもので、他のテニスコートでは利用件数、人数の増加が見られました。 

長根山野球場では、新たな大会の開催に伴い利用人数が 2,938 人増加しました。ま

た、二井田野球場では、小学生の野球練習を中心に利用が増加し、年間の利用人数が

865 人増加しました。 

25 施設中 14 施設で前年よりも利用人数が増加。おおむねコロナ禍以前と同水準の

利用状況に回復しました。 

今後もさまざまな世代のニーズに合わせたスポーツ体験や、健康増進に資する事業

を展開してまいりますので、体育施設を各種スポーツにぜひご活用ください。 

 

 

お問い合わせ スポーツ振興課スポーツ振興係 

43-7148（内線 455） 



利用件数 利用人数 利用件数 利用人数 利用件数 利用人数

1 長根山運動公園野球場 58 2,493 69 5,431 11 2,938

2 長根山運動公園陸上競技場 1,616 32,719 1,664 33,390 48 671

3 長根山運動公園テニスコート 190 2,129 214 2,280 24 151

4 長根山運動公園多目的広場 151 6,924 104 6,262 -47 -662

5 高館公園高館テニスコート 1,254 17,769 619 9,605 -635 -8,164

6 扇田ふれあい公園テニスコート 4 20 27 85 23 65

7 比内グラウンド 35 1,472 39 1,382 4 -90

8 二ツ山総合公園多目的広場 71 3,155 88 2,741 17 -414

9 二ツ山総合公園テニスコート 254 1,690 337 2,988 83 1,298

10 二ツ山総合公園管理棟 5 36 10 122 5 86

11 二ツ山総合公園子ども遊び広場 - 8,089 - 7,589 - -500

12 二ツ山総合公園水遊び施設 - 5,745 - 5,202 - -543

13 達子森公園野球場 75 7,908 78 7,862 3 -46

14 達子森公園多目的広場 13 355 13 470 0 115

15 田代野球場 58 8,086 60 8,276 2 190

16 田代テニスコート 524 3,934 768 7,079 244 3,145

17 田代多目的運動広場 30 4,066 34 3,906 4 -160

18 大館野球場 160 2,968 182 3,527 22 559

19 花岡野球場 103 2,527 74 1,678 -29 -849

20 二井田野球場 79 1,029 103 1,894 24 865

21 二井田陸上競技場 83 740 111 1,096 28 356

22 樹海コミュニティ広場 44 646 49 543 5 -103

23 樹海語らいの森 191 2,168 178 1,756 -13 -412

24 花岡総合スポーツ公園多目的プール - 2,429 - 2,666 - 237

25 花岡総合スポーツ公園多目的運動広場 118 1,865 113 2,133 -5 268

5,116 120,962 4,934 119,963 -182 -999

お問い合わせ先：観光交流スポーツ部スポーツ振興課　ＴＥＬ４３－７１４８

屋外体育施設の利用状況について

スポーツ振興課

№ 施設名

利用状況(令和６年１２月１日現在)

令和５年度 令和６年度 対比

合計



№19 
真中（二井田の一部含む）地区の旧簡易水道の 

料金が上水道と同じ料金になります 

 

水 道 課 

 

本市の簡易水道事業は、純損失（赤字）の状態が続き、今後の人口減少と施設の老

朽化が見込まれる中、安心・安全な給水を維持するため平成 25 年度から簡易水道と

上水道の事業統合に取り組んできました。 

真中（二井田の一部含む）地区については令和２年度から施設改良事業に着手し、

耐震性の高い管路布設のほか、取水施設に新たな設備を追加しています。 

これらの事業が今年度で完了するため、令和７年４月から上水道と同じ料金になり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 110 660 154 858 198
5 550 1,100 770 1,474 374
10 1,100 1,650 1,540 2,244 594
15 1,650 2,200 2,392 3,096 896
20 550 2,200 2,750 704 3,245 3,949 1,199
25 2,750 3,300 4,097 4,801 1,501
30 3,300 3,850 4,950 5,654 1,804
40 4,400 4,950 6,655 7,359 2,409
50 5,500 6,050 8,360 9,064 3,014
1 110 1,430 154 2,079 649
5 550 1,870 770 2,695 825
10 1,100 2,420 1,540 3,465 1,045
15 1,650 2,970 2,392 4,317 1,347
20 1,320 2,200 3,520 1,925 3,245 5,170 1,650
25 2,750 4,070 4,097 6,022 1,952
30 3,300 4,620 4,950 6,875 2,255
40 4,400 5,720 6,655 8,580 2,860
50 5,500 6,820 8,360 10,285 3,465

20
㎜

水道料金比較表　（税込）  ※月額　　　　　　　（円）

水量㎥
基本料金 使用量料金 水道料金計 基本料金

差額
使用量料金 水道料金計

月

額
旧料金　(簡易水道)

口径

新料金　(上水道)

13
㎜



〇対象区域 

 真中地区   櫃崎、高戸谷、赤石、板沢、小袴、大披、出川、下下川原 

 二井田地区  三浦、上四羽出、下四羽出、上下川原、大子内、二井田中台 

 

 

お問い合わせ 水道課給水計画係 

43-7090（内線 760） 



№20 
大館市し尿受入センターが完成しました 

 

下水道課 

 

し尿処理場（松木字高館平地内）の老朽化に伴い、令和２年度から事業に着手して

いた、し尿受入センター（川口字中川口地内）が１月 31 日に完成しました。 

総事業費 18 億 8,300 万円、地上２階・地下１階の鉄筋コンクリート造りの建物で、

１日 102 キロリットルのし尿・浄化槽汚泥を処理できる施設です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 下水道課計画整備係 

                      43-7091（内線 731） 



№21 
下水道事業受益者負担金（分担金）第４期の 

納期限のお知らせ 

 

下水道課 

 

２月は下水道事業受益者負担金（分担金）第４期の納期です。納期内までの納付を

お願いします。 

納付には口座振替が便利です。手続きは金融機関で行うことができます。金融機関

の窓口に、通知書番号が分かるもの（決定通知書や納付通知書）、通帳、届出印を持参

の上、手続きしてください。 

すでに口座振替をご利用の方は、振替前日までに残高の確認をお願いします。 

 

○納期限・口座振替日  ２月 28 日（金） 

 

 

お問い合わせ 下水道課負担金係 

43-7086（内線 739･740） 



№22 
令和６年火災発生状況及び救急出動状況 

 

消防本部 

 

〇火災発生状況と住宅用火災警報器設置率 

令和６年の火災発生件数は 36 件（前年比 12 件増）となりました。 

火災種別で見ると、最も多いのは建物火災の 21 件（前年比９件増）、次いで、その

他火災（原野火災等）が８件（前年比２件増）、車両火災が４件（前年比増減なし）、

林野火災が３件（前年比１件増）となっています。また、火災による死者数は５人（前

年比５人増）、負傷者数は８人（前年比１人増）。 

住宅用火災警報器の設置率は、令和６年 12 月 31 日時点で 90％、条例適合率※1 は

65％となりました。設置義務化となった平成 23 年から、年々設置率は上昇傾向にあ

る反面、条例適合率が低く課題となっていましたが、広報活動の成果もあり、令和５

年から上昇傾向に転じています。 

市では、死者数０を目指し、引き続き火災予防の啓発及び住宅用火災警報器の普及

に取り組んでまいります。 

※１ 条例適合率：火災予防条例で住宅用火災警報器の設置が義務付けられている、寝室や階段

などすべての部分に設置している世帯の割合 

 

〇救急出動状況 

令和６年の救急出動件数は 3,491 件（前年比 10 件増）となりました。 

出動件数を種別で見ると最も多いのは急病の 2,467 件（前年比９件増）です。なお、

救急出動により病院搬送されたのは 3,240 人（前年比増減なし）です。 

救急出動件数は、令和５年と比較すると 10 件増にとどまりましたが、依然として

増加傾向にあります。 

市では、さまざまな情報発信ツールを活用し救急予防啓発を続けていくとともに、

市民に信頼される質の高い救急サービスを提供していきます。 

 



お問い合わせ 消防本部予防課、警防課 

43-4151 



区分 件数

2

1

1

0

0

0

2

1

1

区分 件数

6

35

54

0

4

1

6

39

55
※注

区分 総務 市民 福祉 産業 建設 比内支所 田代支所 総合病 扇田病 教委 合計

第２号申請 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0 8
第７号申請 0 0 0 0 0 0 0 35 1 0 36
２・７号申請 0 0 0 0 0 0 0 54 1 0 55
第２号申請 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第７号申請 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
２・７号申請 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
第２号申請 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0 8
第７号申請 0 0 0 0 0 0 0 39 1 0 40
２・７号申請 0 0 0 0 0 0 0 55 1 0 56

申請区分

累計

当月

合計

合
計

第２号（会食をすること）の申請

第７号（講演等に伴い報酬を受けること）の申請

第２号・第７号（講演に会食が伴うもの）の申請

同一内容の承認申請は、部長は（１）に１件、課長（又は課長以下
複数人）は（２）に１件とカウント

２　所属による

累
計

第２号（会食をすること）の申請

第７号（講演等に伴い報酬を受けること）の申請

第２号・第７号（講演に会食が伴うもの）の申請

当
月

第２号（会食をすること）の申請

第７号（講演等に伴い報酬を受けること）の申請

第２号・第７号（講演に会食が伴うもの）の申請

合
計

第２号（会食をすること）の申請

第７号（講演等に伴い報酬を受けること）の申請

第２号・第７号（講演に会食が伴うもの）の申請

（２）服務管理者が許可

申請区分

累
計

第２号（会食をすること）の申請

第７号（講演等に伴い報酬を受けること）の申請

第２号・第７号（講演に会食が伴うもの）の申請

当
月

第２号（会食をすること）の申請

第７号（講演等に伴い報酬を受けること）の申請

第２号・第７号（講演に会食が伴うもの）の申請

                       大館市職員倫理規程承認申請について
令和　７年 １月分

許可の状況

１　許可権者による

（１）副市長又は総括服務管理者が許可

申請区分



令和 6 年 12

累計

４月 113 (110) 10 10

５月 192 (218) 6 16

６月 253 (298) 4 20

７月 308 (347) 5 25

８月 346 (393) 4 29

９月 400 (446) 3 32

１０月 416 (484) 0 32

１１月 416 (505) 0 32

１２月 416 (513) 0 32

１月 416 (521) 32

２月 416 (529) 32

３月 416 (530) 32

合計 32

※　申請件数累計の（　　）は前年度の件数を示しています。

※　少額工事は30万円以上50万円未満の工事件数を示しています。

※　変更申請等により金額が変更される場合があるため、調査月ごとに最新の金額を記載しています。

これまでの申請状況

工事別件数(申請の内訳) （ 12
順位 件数 順位 件数 順位 件数 順位 件数

1位 135 4位 64 7位 36 10位 25

2位 88 5位 53 8位 33 11位 23

3位 71 6位 43 8位 33 12位 10

※　1件の申請で複数の工事があるため、工事別件数は申請件数よりも多くなります。

月別　 累計　

　住宅リフォーム支援事業補助金　申請状況 月末現在）

申請件数 補助金交付予定額（千円） 補助対象工事費（千円）
少額工事

(全体の内数）

月別

113 10,090 10,090 242,810 242,810

月別 累計 月別　 累計　

79 6,832 16,922 164,641 407,451

61 5,472 22,394 128,709 536,160

55 4,844 27,238 109,260 645,420

38 4,563 31,801 117,217 762,637

54 4,766 36,567 156,815 919,452

16 1,774 38,341 41,100 960,552

0 0 38,341 0 960,552

0 0 38,341 0 960,552

38,341 960,552

38,341 960,552

38,341 960,552

416 38,341 960,552

申請件数（件） 補助金交付額（千円） 補助対象工事費（千円）

平成22年度　7月～ 652 45,288 1,364,162

 平成23年度 1,227 72,944 2,059,733

 平成24年度  1,127 70,642 1,984,765

 平成25年度  1,222 73,684 2,053,821

 平成26年度  1,054 63,801 1,717,219

 平成27年度 1,002 59,850 1,628,109

 平成28年度 928 72,094 1,557,342

 平成29年度 789 60,465 1,257,817

 平成30年度 544 48,102 1,028,217

 平成31年度 486 45,356 1,024,988

 令和2年度 446 41,967 857,378

 令和3年度 458 45,028 1,018,668

 令和4年度 519 46,521 1,072,132

 令和5年度 530 49,727 1,199,217

 令和6年度 416 38,341 960,552

合　計 11,400 833,810 20,784,120

月末現在）

工事名 工事名 工事名 工事名

屋根の塗装 浴室、洗面、便所等 給湯器交換 サッシ等交換、取付

外壁の塗装 下水道への接続 外壁の張り替え 台所改修

屋根の葺き替え その他 内部改修（壁、天井、床） 増改築等



令和 6 年 12

●補助の種別ごとの申請件数及び補助金交付決定額調べ

件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数

4 91 9 8 2 1 2 113

5 62 8 7 2 0 0 79

6 47 6 7 1 0 0 61

7 49 1 4 0 1 0 55

8 25 6 6 0 0 1 38

9 42 6 3 0 1 2 54

10 12 0 1 2 0 1 16

11 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0

1 0

2 0

3 0

計 328 36 36 7 3 6 0 416

12 月末時　同時期の累計　）

件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数

R5 398 42 54 10 1 8 0 513

R6 328 36 36 7 3 6 0 416

対比 82% 86% 67% 70% 100% 75% 0% 81%

件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数

R5 407 46 56 11 1 9 0 530

R6 328 36 36 7 3 6 0 416

対比 81% 78% 64% 64% 300% 67% 0% 78%

月 末 現 在

月
一般 子育て 三世代 空き家：市内在住 空き家：転入 移住者支援 被災者支援 総合計

補助金 補助金 補助金 補助金 補助金 補助金 補助金 補助金

5,841 1,058 1,530 524 500 637 10,090

4,017 1,029 1,186 600 0 0 6,832

3,277 717 1,178 300 0 0 5,472

3,242 200 902 0 500 0 4,844

1,841 963 1,369 0 0 390 4,563

2,686 670 789 0 111 510 4,766

899 0 59 416 0 400 1,774

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

21,803 4,637 7,013 1,840 1,111 1,937 0 38,341

●前年度との比較表 （

月
一般 子育て 三世代 空き家：市内在住 空き家：転入 移住者支援 被災者支援 総合計

補助金 補助金 補助金 補助金 補助金 補助金 補助金 補助金

26,470 5,790 9,864 2,872 437 2,701 0 48,134

21,803 4,637 7,013 1,840 1,111 1,937 0 38,341

82% 80% 71% 64% 100% 72% 0% 80%

●前年度との比較表 （ 対 年 間 比 較 ）

月
一般 子育て 三世代 空き家：市内在住 空き家：転入 移住者支援 被災者支援 総合計

補助金 補助金 補助金 補助金 補助金 補助金 補助金 補助金

26,957 6,208 10,319 3,010 437 2,796 0 49,727

21,803 4,637 7,013 1,840 1,111 1,937 0 38,341

81% 75% 68% 61% 254% 69% 0% 77%



年度 4月 合 計 年間合計

18 172

2 7

3 23

9 60

2 41

0 9

0 87

4 45 357

24 23 (47） 13 (60） 23 (83） 22 (105） 19 (124） 12 (136） 19 (155） 7 (162） 8 (170） 10 (180） 20 (200） 200

1 5 (6） 0 (6） 4 (10） 0 (10） 2 (12） 1 (13） 0 (13） 1 (14） 0 (14） 0 (14） 4 (18） 18

0 2 (2） 2 (4） 5 (9） 1 (10） 0 (10） 3 (13） 1 (14） 0 (14） 1 (15） 0 (15） 2 (17） 17

8 5 (13） 11 (24） 11 (35） 8 (43） 8 (51） 8 (59） 8 (67） 0 (67） 1 (68） 1 (69） 5 (74） 74

その他４号建築物 （工作物含む） 4 3 (7） 2 (9） 2 (11） 6 (17） 1 (18） 4 (22） 7 (29） 4 (33） 1 (34） 1 (35） 8 (43） 43

0 0 (0） 3 (3） 0 (3） 1 (4） 0 (4） 1 (5） 0 (5） 0 (5） 1 (6） 0 (6） 1 (7） 7

0 0 (0） 22 (22） 0 (22） 10 (32） 0 (32） 4 (36） 0 (36） 0 (36） 5 (41） 0 (41） 6 (47） 47

その他特殊建築物 （工作物含む） 3 4 (7） 11 (18） 4 (22） 4 (26） 7 (33） 5 (38） 6 (44） 9 (53） 2 (55） 2 (57） 1 (58） 58 417

18 23 (41） 14 (55） 20 (75） 23 (98） 22 (120） 11 (131） 19 (150） 16 (166） 12 (178） 14 (192） 20 (212） 212

1 1 (2） 1 (3） 1 (4） 0 (4） 1 (5） 2 (7） 0 (7） 0 (7） 1 (8） 1 (9） 0 (9） 9

0 3 (3） 4 (7） 1 (8） 2 (10） 0 (10） 1 (11） 3 (14） 1 (15） 0 (15） 0 (15） 2 (17） 17

7 9 (16） 6 (22） 6 (28） 4 (32） 2 (34） 4 (38） 7 (45） 4 (49） 0 (49） 0 (49） 1 (50） 50

その他４号建築物 （工作物含む） 4 5 (9） 6 (15） 3 (18） 4 (22） 2 (24） 5 (29） 2 (31） 3 (34） 1 (35） 2 (37） 0 (37） 37

0 1 (1） 1 (2） 1 (3） 0 (3） 1 (4） 2 (6） 5 (11） 1 (12） 5 (17） 0 (17） 1 (18） 18

0 15 (15） 18 (33） 3 (36） 0 (36） 4 (40） 20 (60） 38 (98） 4 (102） 42 (144） 0 (144） 5 (149） 149

その他特殊建築物 （工作物含む） 2 7 (9） 5 (14） 2 (16） 8 (24） 1 (25） 6 (31） 4 (35） 3 (38） 2 (40） 3 (43） 1 (44） 44 387

28 24 (52） 23 (75） 29 (104） 23 (127） 14 (141） 24 (165） 31 (196） 9 (205） 13 (218） 16 (234） 27 (261） 261

0 1 (1） 3 (4） 1 (5） 0 (5） 0 (5） 1 (6） 0 (6） 0 (6） 0 (6） 1 (7） 0 (7） 7

2 3 (5） 4 (9） 1 (10） 0 (10） 0 (10） 1 (11） 4 (15） 0 (15） 1 (16） 1 (17） 2 (19） 19

3 3 (6） 1 (7） 1 (8） 3 (11） 4 (15） 5 (20） 2 (22） 3 (25） 2 (27） 1 (28） 0 (28） 28

その他４号建築物 （工作物含む） 5 0 (5） 0 (5） 3 (8） 5 (13） 0 (13） 6 (19） 3 (22） 3 (25） 3 (28） 1 (29） 3 (32） 32

0 0 (0） 3 (3） 0 (3） 3 (6） 3 (9） 1 (10） 3 (13） 0 (13） 1 (14） 0 (14） 0 (14） 14

0 0 (0） 22 (22） 0 (22） 22 (44） 30 (74） 8 (82） 20 (102） 0 (102） 3 (105） 0 (105） 0 (105） 105

その他特殊建築物 （工作物含む） 2 5 (7） 3 (10） 12 (22） 2 (24） 4 (28） 3 (31） 10 (41） 3 (44） 2 (46） 0 (46） 1 (47） 47 408

平
成

２７
年
度

一戸建住宅

新　築

改　築

増　築

付属建物

共同住宅等
(長屋建含む）

件　数

戸　数

新　築

改　築

増　築

戸　数

平
成

２８
年
度

付属建物

一戸建住宅

件　数共同住宅等
(長屋建含む）

建築物の種類

新　築

増　築

付属建物

共同住宅等
(長屋建含む）

件　数

その他特殊建築物 （工作物含む）

15（156） 16（172）

0（6） 0（6）

0（17）6（9）

1（7） 0（7） 0（7） 0（7） 0（7）1（3） 1（4） 1（5）

0（9） 3（12） 0（20）

確認申請件数には、計画通知及び民間確認検査機関で処理したものも含む大 館 市 建 築 確 認 申 請 調 べ

平
成

２６
年
度

その他４号建築物 （工作物含む）

一戸建住宅

戸　数

改　築

16（34） 20（54） 15（69） 15（84） 15（99） 12（111） 11（122） 6（128） 13（141）

2（41）

4（60）

5（19） 3（22） 5（27）3（5）

3（23）

1（6）

8（17） 6（23） 5（28） 6（34）

0（87）

0（9）

0（6） 50（69）2（2）

5（10） 4（14）

4（6） 0（6）

0（7） 1（8）

5（39） 11（50） 6（56） 0（56） 0（56） 0（56）

6（87）

3（39）

1（9）

5（9） 1（10） 4（14）

1（1） 1（2） 0（2） 0（2） 2（4） 3（7）

4（41） 4（45） 0（45）3（17） 5（22） 9（31） 2（33） 4（37）

2月 3月

3（15） 2（17） 0（17） 3（20） 0（20）

0（8）

13（19） 0（69） 12（81） 0（81）

2（29） 5（34） 2（36）

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

平
成

２９
年
度

一戸建住宅

新　築

改　築

増　築

付属建物

共同住宅等
(長屋建含む）

件　数

戸　数



年度 4月 合 計 年間合計建築物の種類

確認申請件数には、計画通知及び民間確認検査機関で処理したものも含む大 館 市 建 築 確 認 申 請 調 べ
2月 3月5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

25 24 (49） 25 (74） 21 (95） 29 (124） 26 (150） 21 (171） 21 (192） 35 (227） 10 (237） 16 (253） 31 (284） 284

1 4 (5） 2 (7） 0 (7） 1 (8） 0 (8） 0 (8） 1 (9） 2 (11） 0 (11） 0 (11） 2 (13） 13

4 2 (6） 2 (8） 3 (11） 1 (12） (12） 1 (13） 1 (14） 1 (15） 1 (16） (16） 3 (19） 19

3 3 (6） 4 (10） 2 (12） 3 (15） 2 (17） 2 (19） 7 (26） 3 (29） 2 (31） 1 (32） 2 (34） 34

その他４号建築物 （工作物含む） 3 6 (9） 3 (12） 2 (14） 5 (19） 1 (20） 4 (24） (24） (24） 1 (25） 4 (29） 3 (32） 32

0 4 (4） 3 (7） 2 (9） 1 (10） 0 (10） 0 (10） 1 (11） 3 (14） 2 (16） 0 (16） 0 (16） 16

0 34 (34） 18 (52） 14 (66） 6 (72） 0 (72） 0 (72） 7 (79） 26 (105） 6 (111） 0 (111） 0 (111） 111 433

その他特殊建築物 （工作物含む） 2 4 (6） 6 (12） 4 (16） 3 (19） 3 (22） 7 (29） 0 (29） 5 (34） 1 (35） 0 (35） 0 (35） 35

32 17 (49） 21 (70） 22 (92） 15 (107） 22 (129） 22 (151） 29 (180） 20 (200） 10 (210） 9 (219） 36 (255） 255

0 0 (0） 0 (0） 1 (1） 1 (2） 1 (3） 1 (4） 0 (4） 0 (4） 0 (4） 0 (4） 1 (5） 5

10 10 (20） 6 (26） 4 (30） 2 (32） 6 (38） 4 (42） 1 (43） 1 (44） 1 (45） 3 (48） 5 (53） 53

2 1 (3） 2 (5） 0 (5） 3 (8） 8 (16） 7 (23） 6 (29） 1 (30） 0 (30） 0 (30） 2 (32） 32

その他４号建築物 （工作物含む） 5 5 (10） 8 (18） 2 (20） 4 (24） 1 (25） 4 (29） 4 (33） 2 (35） 2 (37） 4 (41） 3 (44） 44

1 0 (1） 0 (1） 0 (1） 1 (2） 3 (5） 3 (8） 2 (10） 1 (11） 1 (12） 0 (12） 0 (12） 12

2 0 (2） 0 (2） 0 (2） 8 (10） 26 (36） 24 (60） 20 (80） 10 (90） 8 (98） 0 (98） 0 (98） 98

その他特殊建築物 （工作物含む） 6 4 (10） 2 (12） 2 (14） 2 (16） 0 (16） 3 (19） 1 (20） 0 (20） 2 (22） 2 (24） 0 (24） 24 425

12 10 (22） 15 (37） 18 (55） 18 (73） 16 (89） 13 (102） 16 (118） 9 (127） 9 (136） 13 (149） 21 (170） 170

0 0 (0） 0 (0） 1 (1） 0 (1） 0 (1） 1 (2） 0 (2） 0 (2） 0 (2） 0 (2） 0 (2） 2

4 2 (6） 2 (8） 2 (10） 2 (12） 0 (12） 1 (13） 0 (13） 1 (14） 0 (14） 0 (14） 1 (15） 15

4 4 (8） 2 (10） 4 (14） 5 (19） 4 (23） 1 (24） 3 (27） 5 (32） 1 (33） 0 (33） 3 (36） 36

その他４号建築物 （工作物含む） 4 4 (8） 3 (11） 12 (23） 1 (24） 0 (24） 3 (27） 4 (31） 5 (36） 2 (38） 2 (40） 3 (43） 43

2 2 (4） 0 (4） 1 (5） 1 (6） 5 (11） 1 (12） 3 (15） 0 (15） 0 (15） 1 (16） 0 (16） 16

10 16 (26） 0 (26） 4 (30） 6 (36） 34 (70） 8 (78） 18 (96） 0 (96） 0 (96） 4 (100） 0 (100） 100

その他特殊建築物 （工作物含む） 3 4 (7） 2 (9） 1 (10） 4 (14） 1 (15） 0 (15） 3 (18） 1 (19） 0 (19） 1 (20） 1 (21） 21 303

21 17 (38） 22 (60） 21 (81） 19 (100） 14 (114） 20 (134） 19 (153） 15 (168） 10 (178） 22 (200） 19 (219） 219

0 0 (0） 0 (0） 0 (0） 1 (1） 0 (1） 0 (1） 0 (1） 0 (1） 0 (1） 1 (2） 0 (2） 2

4 3 (7） 1 (8） 0 (8） 2 (10） 2 (12） 0 (12） 1 (13） 1 (14） 0 (14） 1 (15） 1 (16） 16

9 1 (10） 2 (12） 1 (13） 0 (13） 1 (14） 5 (19） 5 (24） 3 (27） 0 (27） 2 (29） 0 (29） 29

その他４号建築物 （工作物含む） 2 4 (6） 4 (10） 3 (13） 5 (18） 6 (24） 6 (30） 2 (32） 1 (33） 2 (35） 4 (39） 4 (43） 43

1 2 (3） 1 (4） 3 (7） 0 (7） 1 (8） 0 (8） 0 (8） 3 (11） 0 (11） 0 (11） 3 (14） 14

12 12 (24） 3 (27） 24 (51） 0 (51） 8 (59） 0 (59） 0 (59） 24 (83） 0 (83） 0 (83） 18 (101） 101

その他特殊建築物 （工作物含む） 4 2 (6） 3 (9） 3 (12） 12 (24） 3 (27） 1 (28） 3 (31） 0 (31） 5 (36） 4 (40） 3 (43） 43 366

17 20 (37） 20 (57） 12 (69） 22 (91） 18 (109） 12 (121） 5 (126） 13 (139） 8 (147） 11 (158） 20 (178） 178

0 0 (0） 1 (1） 0 (1） 0 (1） 0 (1） 0 (1） 0 (1） 0 (1） 0 (1） 0 (1） 0 (1） 1

1 3 (4） 0 (4） 2 (6） 1 (7） 3 (10） 1 (11） 0 (11） 0 (11） 1 (12） 0 (12） 0 (12） 12

0 4 (4） 7 (11） 5 (16） 3 (19） 5 (24） 4 (28） 4 (32） 0 (32） 1 (33） 0 (33） 2 (35） 35

その他４号建築物 （工作物含む） 2 4 (6） 5 (11） 2 (13） 6 (19） 2 (21） 2 (23） 5 (28） 1 (29） 1 (30） 1 (31） 3 (34） 34

0 1 (1） 0 (1） 2 (3） 2 (5） 0 (5） 0 (5） 2 (7） 1 (8） 1 (9） 0 (9） 0 (9） 9

0 4 (4） 0 (4） 16 (20） 8 (28） 0 (28） 0 (28） 16 (44） 10 (54） 4 (58） 0 (58） 0 (58） 58

その他特殊建築物 （工作物含む） 1 7 (8） 3 (11） 1 (12） 3 (15） 2 (17） 3 (20） 4 (24） 3 (27） 0 (27） 0 (27） 3 (30） 30 299
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年度 4月 合 計 年間合計建築物の種類

確認申請件数には、計画通知及び民間確認検査機関で処理したものも含む大 館 市 建 築 確 認 申 請 調 べ
2月 3月5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

22 16 (38） 17 (55） 19 (74） 11 (85） 10 (95） 8 (103） 14 (117） 12 (129） 13 (142） 9 (151） 16 (167） 167

0 0 (0） 1 (1） 0 (1） 0 (1） 0 (1） 0 (1） 0 (1） 0 (1） 0 (1） 0 (1） 0 (1） 1

0 2 (2） 0 (2） 1 (3） 0 (3） 0 (3） 2 (5） 0 (5） 0 (5） 0 (5） 0 (5） 0 (5） 5

1 5 (6） 4 (10） 3 (13） 6 (19） 10 (29） 11 (40） 6 (46） 1 (47） 0 (47） 2 (49） 7 (56） 56

その他４号建築物 （工作物含む） 3 1 (4） 11 (15） 2 (17） 9 (26） 1 (27） 1 (28） 3 (31） 3 (34） 0 (34） 2 (36） 0 (36） 36

1 0 (1） 3 (4） 3 (7） 5 (12） 0 (12） 11 (23） 1 (24） 0 (24） 0 (24） 0 (24） 4 (28） 28

4 0 (4） 32 (36） 12 (48） 26 (74） 0 (74） 54 (128） 10 (138） 0 (138） 0 (138） 0 (138） 26 (164） 164

その他特殊建築物 （工作物含む） 0 2 (2） 3 (5） 1 (6） 3 (9） 3 (12） 2 (14） 0 (14） 2 (16） 1 (17） 2 (19） 2 (21） 21 314

10 9 (19） 18 (37） 16 (53） 12 (65） 12 (77） 12 (89） 9 (98） 11 (109） 0 (109） 0 (109） 0 (109） 109

0 0 (0） 0 (0） 0 (0） 0 (0） 0 (0） 0 (0） 0 (0） 0 (0） 0 (0） 0 (0） 0 (0） 0

2 2 (4） 0 (4） 1 (5） 1 (6） 1 (7） 1 (8） 0 (8） 0 (8） 0 (8） 0 (8） 0 (8） 8

6 4 (10） 4 (14） 4 (18） 5 (23） 7 (30） 3 (33） 9 (42） 8 (50） 0 (50） 0 (50） 0 (50） 50

その他４号建築物 （工作物含む） 3 4 (7） 2 (9） 1 (10） 1 (11） 1 (12） 4 (16） 3 (19） 0 (19） 0 (19） 0 (19） 0 (19） 19

0 0 (0） 0 (0） 1 (1） 0 (1） 1 (2） 0 (2） 0 (2） 1 (3） 0 (3） 0 (3） 0 (3） 3

0 0 (0） 0 (0） 8 (8） 0 (8） 12 (20） 0 (20） 0 (20） 6 (26） 0 (26） 0 (26） 0 (26） 26

その他特殊建築物 （工作物含む） 0 1 (1） 0 (1） 3 (4） 1 (5） 0 (5） 5 (10） 1 (11） 0 (11） 0 (11） 0 (11） 0 (11） 11 200

※計画変更及び取止めの件数は計上しない（用途変更は含む）
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